
令和６年度 金沢競馬「冠レース」の募集要項 

 

１ 趣 旨 

金沢競馬をより身近に、親しみを感じていただくとともに、個人の記念及び 

企業・団体の効果的な宣伝媒体としてご活用いただくことを目的として実施する。 

 

２「冠レース」の対象となる事項 

(1) 個人(法人格を有しない個人事業主、任意団体を含む) 

個人の慶事記念、個人名、来場記念、個人事業社名、その他 

(例：誕生日、結婚、還暦、○○来場記念など) 

(2) 企業及び団体 

社名、団体名、商品名等、ＰＲしたい表現 

 

３ レース名称に関する留意事項 

(1) レース名称の文字数は、レース名称と分かる表現(例：○○ちゃんお誕生日記

念、○○杯等〔○○特別、○○ステークスは不可〕)を合わせて 20文字以内とし

ます。 

(2) 実在するレース名称及び過去に実在したレース名称は受付できません。 

（例：菊花賞、ジャパンカップダート等） 

(3) 公序良俗に反するもの、政治宗教に関するものなど石川県広告事業要項第４条

及び石川県広告事業掲載基準第２条及び第４条に該当するもの、又は金沢競馬の

事業運営に不利益を与えるもの、金沢競馬における公正確保に影響を及ぼすおそ

れのあるもの、金沢競馬と競合する業種などのレース名称は、お受けできません、

ご了承ください。 

(4) レース名称としてふさわしくない場合は、レース名称の変更等について、ご相

談させていただきます。 

※著作権・商標権等に関わる名称又は芸能人等の著名人の名前を使用したレース

名称は、当該著作権者等の許可を受けており、かつ石川県競馬事業局が認めた

場合を除き、受付できません。 

 なお、必要に応じて、当該著作権者等の許可を受けていることを示す書面等の 

 提示を求めることがあります。レース名称について何らかのトラブルが発生し

た場合でも、石川県競馬事業局においては一切の責任を負いかねます。 

(5) 申込締切日を過ぎてからのレース名称の変更又は申込取消はできません。 

 

４ 副 賞 

(1) 個人(法人格を有しない個人事業主、任意団体を含む) 

勝利騎手への副賞として、1 レースあたり 1 万円分の商品券（クレジットカ

ード会社が発行するギフトカード、百貨店やスーパーマーケット等が発行する

商品券、プリペイドカードなどの広く一般に流通しているもの。以下同じ）を

ご用意ください。 



(2) 企業及び団体 

勝利調教師及び騎手への副賞として、1 レースあたり 1 万円分の商品券を  

2点ご用意ください。 

なお、副賞に自社製品等を希望される場合は、事前に石川県競馬事業局にご

相談ください。 

    

※副賞は、当日、スタンド 1階案内所に直接お持ちいただくか、若しくは、 

事前に石川県競馬事業局まで送付願います(送付先は本申込書送付先と同様、 

レース実施日必着)。 

    なお、副賞を事前に郵送する際は、レターパックや簡易書留等、配達記録の

残る方法でお送りください。普通郵便等で郵送した際に、郵便事故等により副

賞が正常に届かなかった場合でも、石川県競馬事業局は一切の責任を負いかね

ます。 

 

５ お申込み 

(1) 申込用紙は、「８ 申込締切」に定めた各締切日までに、石川県競馬事業局まで

ご提出ください。申込用紙は、金沢競馬場スタンド１階案内所のほか、金沢競馬

公式サイト(http://www.kanazawakeiba.com)の「冠レース募集」からも取り出せ

ます。 

また、石川県競馬事業局までお問い合わせいただければ、郵送も可能です。 

申込書は、以下のあて先に、郵送、メール、又はＦＡＸでお送りいただくか、

金沢競馬場スタンド１階案内所に持参してください。 

＜送付及びお問い合わせ先＞ 

 〒920-3105 金沢市八田町西１番地 

 石川県競馬事業局 冠レース係 

 電話番号 076-258-5761  ＦＡＸ番号 076-258-4291 

 メールアドレス info@kanazawakeiba.com 

 (2) お申し込みは１日のうちに３レースを上限とします。なお、ご希望日に多数の

申込があった場合は先着順とさせていただきます。 

また、「冠レース」は、ご希望のレース日、レース番号に実施できない場合も

ありますので、あらかじめご了承ください。 

(3) 「冠レース」は一般レースのみとさせていただきます。 

※重賞、準重賞、ＪＲＡ交流、ＪＲＡ認定、各特別競走は「冠レース」を実施で

きません。 

(4) 申込者が競馬法第 29条に該当する場合は、お受けできませんので、ご了承 

    ください。 

(5) 申込者又はレース名称が競馬法施行令第10条第1項第5号に該当する場合は、

お受けできない場合がありますので、ご了承ください。 

(6) ＪＲＡネット投票のオッズ投票画面においては、お申込みいただいたレース名

称は表示できませんので、競走条件のみの表示となります。ご了承ください。 

http://www.kanazawakeiba.com/


(7)  開催日程の変更等やむを得ない理由により「冠レース」が実施できなくなっ

た場合は、実施日の変更について申込者と協議いたします。 

 

６ 特 典 

(1) レース勝利騎手のサイン色紙を１枚無料でプレゼントします(希望者のみ)。 

(2) レース映像をＤＶＤ－Ｒ又は、ＢＤ－Ｒに１枚収録し、無料でプレゼントし 

ます(希望者のみ)。 

(3) 協賛者及び同伴者の入場は無料で、４名様まで特別観覧席(フリードリンク付 

き)をご利用いただけます。 

ただし、満席の場合はご利用できない場合があります。事前にこちらから送付 

します「特別観覧席ご招待券」を当日ご持参の上、特別観覧席券売場でご提示く 

ださい。 

 (4) 大型映像装置及び競走番組表に、各種メッセージを放映、掲載できます。 

※大型映像装置では、写真等の静止画像、または動画(15秒程度まで、音声は

出ません)を放映することもできますので、希望される方は写真等（デジタル

データに限ります。）を 5(1)の送付先宛てに「８ 申込締切」に定めた各締切日

までにお送りください。また、大型映像装置に放映する写真等は各種媒体によ

るライブ中継等でも放映されますので、あらかじめご了承ください。なお、石

川県広告事業要項第４条及び石川県広告事業掲載基準第２条及び第４条に該

当する放映内容はお受けできません。放映内容は審査し、場合によってはお断

り又は内容の修正を依頼することもあります。 

なお、著作権・商標権等に関わる名称又は芸能人等の著名人の名前を使用した

各種メッセージ・静止画像等の扱いについては、３(4)と同様とします。 

(5) レース名称が下記の媒体に掲載されます(ただし、紙面の都合により掲載され

ない場合もあります)。 

北國新聞、北陸中日新聞、読売新聞、北日本新聞、中日スポーツ、 

サンケイスポーツ、東京スポーツ、大阪スポーツ、中京スポーツ、 

デイリースポーツ、日刊スポーツ、スポーツ報知、スポーツニッポン 

金沢競馬予想専門紙(ホープ、カナザワ、キンキ)、 

勝馬投票券、金沢競馬競走番組表、金沢競馬ホームページ、各種媒体による

ライブ中継（金沢ケーブル、地方競馬全国協会「地方競馬ライブ」、Youtube、

ニコニコ生放送など） 

 

７ 入場方法 

協賛者及び同伴者は無料で入場できます。事前にこちらから送付します「金沢 

競馬冠レース申込者入場受付表」に当日までに必要事項を記入し、ご持参の上、 

関係者通用口にて入場門警備員にご提示ください。 

 

 

 



８ 申込締切 

実施日 申込締切日（必着） 

県営第 1 回 (4月 2、3、8、9日) 3月 19日 

県営第 2 回 (4月 15、16、21、23日) 4月 1日 

県営第 3 回 (4月 28、30、5月 4、6日) 4月 14日 

県営第 4 回 (5月 12、14、19、21日) 4月 28日 

市営第 1 回 (5月 27、28、6月 2、4日) 5月 13日 

県営第 5 回 (6月 9、11、15、18日) 5月 26日 

県営第 6 回 (6月 23、24、7月 1、2日) 6月 9日 

県営第 7 回 (7月 7、9、13、15日) 6月 23日 

県営第 8 回 (7月 22、23、28、30日) 7月 8日 

市営第 2 回 (8月 5、6、11、12日) 7月 22日 

県営第 9 回 (8月 18、20、25、27日) 8月 4日 

県営第 10 回 (9月 1、3、7、10日) 8月 18日 

県営第 11 回 (9月 15、17、21、23日) 9月 1日 

市営第 3 回 (9月 30、10月 1、5、8日) 9月 16日 

県営第 12 回 (10月 13、15、20、21、22日) 9月 29日 

県営第 13 回 (10月 27、29、11月 2、3、5日) 10月 13日 

県営第 14 回 (11月 10、12、17、18、19日) 10月 27日 

県営第 15 回 (11月 24、26、12月 1、2、3日) 11月 10日 

県営第 16 回 (12月 8、10、15、17日) 11月 24日 

県営第 17 回 (12月 23、24、27、28日) 12月 9日 

県営第 18 回 (令和 7年 3月 16、17、18日) 令和 7年 3月 2日 

県営第 19 回 (令和 7年 3月 24、25、29、30日) 令和 7年 3月 10日 

※開催日程は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承願います。 

 

附 則 

 この要項は令和 6年 3月 5日から施行する。 

 


